
原子力関連貨物の輸出に関する報告書の取扱

いについて 

  輸出注意事項12第14号・平成12･03･16貿局第３号 

  平成12年３月30日 貿易局 

  改正 輸出注意事項12第92号・平成12･12･15 

  貿局第３号 平成12年12月28日 貿易局 

 

平成12年３月30日付け通商産業省告示第153号(原子力関連貨物を輸出した者が報告す

べき事項を定める件)により、上記貨物を輸出した者が提出する報告書の取扱いについて下記

のとおり定め、平成12年３月30日から施行します。 

 

記 

１ 提出書類 

輸出通関等実績報告書(別紙様式) １通 

２ 提出先と受付時間 

経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政策課 

毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後５時まで(郵送も可） 

（郵送先） 

〒100-8931 東京都千代田区霞が関１丁目３番１号宛て 

３ 提出期限 

輸出通関後１月以内(ただし、当日が休祝日の場合はその翌日)とする。ただし、本注

意事項の施行日までに輸出通関した者については、平成12年５月１日までに提出するこ

と。 

４ 報告対象 

平成12年１月１日以降に輸出通関したもの 

 

 

 



 

［ 別 紙 様 式 ］  

 

原 子 力 関 連 貨 物 の 輸 出 通 関 等 実 績 報 告 書  

 

平 成  年  月  日  

経 済 産 業 大 臣  殿  

住  所  

会 社 名  

代 表 者 記 名 押 印 又 は 署 名  

担 当 者 名  

電 話 番 号  
 

 

輸 出 貨 物 名  

 

貨 物 の 性 質 及 び 形 状

(製 造 者 及 び そ の 住

所 を 含 む ) 

 

数 量  

 

仕 向 地 ( 使 用 予 定 場 所

を 含 む ) 

 

輸 出 通 関  

年 月 日  

     

     

 

(注 )１ 「 輸 出 貨 物名 」 欄に は、 貨物 名並 び に当 該貨 物が 該当 す る「 核兵 器の不拡

散 に 関 す る条 約 第三条 １ 及 び ４の 規 定の実 施 に 関 する 日 本国政 府 と 国 際原 子

力 機 関 と の 間 の 協 定 の 追 加 議 定 書 (以 下 「 議 定 書 」 と い う 。）」 の 附 属 書 Ⅱ

に掲げる特定の設備及び資材の番号を貨物毎に記載すること。 

２ 「 貨 物 の 性 質 及 び 形 状 」 欄 に は 、 当 該 貨 物 を 特 定 で き る よ う に 、 当 該 貨 物

の 性 質 、 形状 、 型、等 級 等 の 主要 な 仕様、 当 該 貨 物の 製 造者及 び そ の 住所 等

を 記 載 す る こ と 。 な お 、 議 定 書 第 二 条 ａ (vi)に 規 定 す る 原 料 物 質 に お い て

は、化学的組成も記載すること。  

３ 「 数 量 」 の 欄 に は 、 個 数 、 重 量 等 、 単 位 と と も に 記 載 す る こ と 。 な お 、 議

定 書 第 二 条 ａ ( v i )に 規 定 す る 原 料 物 質 の 単 位 は 「 元 素 ト ン 数 (Ｕ 又 は

Ｔｈ）」とする。  

４  「 仕 向 地 」 欄 に は 、 そ の 貨 物 の 使 用 予 定 場 所 (企 業 名 、 住 所 等 )を 記 載 す

ること。第３国を経由する場合には、経由国も記載すること。  

５ 用紙の大きさは、Ａ列４番横長とする。  


